
 

 

 

 

 

 
いじめを生まない学校をつくる 

校長 武藤 昌博  
   

学校では、些細なトラブルが日常的に起こります。そのようなことが起こった時には、教

職員は子供たちに寄り添いながら、お互いの話をじっくり聞いて解決するようにしていま

す。私も、全校朝会などの機会をとらえ、子供たちに、人には受け止め方に違いがあるか

ら、常に相手の気持ちを考えられるようやさしさを発揮してほしいということを伝えていま

す。また、自分の言動がきかっけで、相手につらいと感じさせてしまった場合には「いじめ

にあたる」ということも伝えています。 

保護者の皆さんの中には、「いじめ」という言葉が出ると、つい身構えてしまう方も多いか

もしれません。ご存じの方も多いと思いますが、「いじめの定義」については、いじめ防止法

によって、①対象となった子供が、②心身の苦痛を感じていたら「いじめ」となり、かなり

広く定義されています。これまでの「いじめ」のイメージである「陰湿」、「強い者が弱い者

へ」、「一方的に」などではないということです。いじめとは、対象となった子供が「心身の

苦痛を感じているもの」を指します。このようにいじめの定義が広くなったのは、保護者の

皆さんも含めた大人が「いじめ」を早く発見し、早く子供を支援できるようにしていくこと

を重視しているからです。 

このことを踏まえて本校では、いじめを生まない学校の雰囲気づくりを大切にしていま

す。具体的には、「児童を真ん中にした授業実践」として、子供の心が動き続けるような授業

を目指した授業改善に取り組んでおります。各教科等において、子供の姿に積極的に寄り添

い、学びを支え、主体性が発揮できるようにしています。このように一人一人を大切にする

教師と子供との関係が、子供同士への関係にもうつると考えています。また、異学年の子供

同士がかかわりあう縦割り活動などを通して、相手のことを尊重しながら、自分も楽しく集

団生活を送る術を学んでいます。子供たちは、多くの人とのかかわりを通して、社会に出る

ための準備をしています。 

いじめは、相手の人間性とその尊厳を踏みにじる「人権侵害行為」です。子供たちが大人

となった時、思いやりがなく、人権感覚が欠けているような社会で苦労させたくはありませ

ん。子供たちには、将来、生き生きと自分らしさを発揮し、活躍してほしいと願っていま

す。そのためにも小学校段階から、自分の言動に責任を持ち、相手に不快な思いや悲しい思

いをさせないようなやさしい心を育んでいくことが大切です。１１月は「戸田市いじめ撲滅

強調月間」です。保護者の皆様も、どうすれば誰も傷つけず、自分の思いをきちんと伝えら

れるコミュニケーションができるのか、親子で共に考えていただければと思います。 

 
 
 

戸田市立笹目小学校 令和５年度１１月号 

笹目小だより 
      戸田市笹目 6丁目 9番地の１ TEL 421-3524 児童数２６６名 

         笹目小学校 HP https://www.toda-c.ed.jp/site/sasame-e/ 
 

学校教育目標 

かしこく 

やさしく 

たくましく 

☆日々の教育活動を Facebook にて配信しています。下記 URLからアクセスください。 
笹目小学校 Facebook  https://ja-jp.facebook.com/sasame.es/ 
笹目っ子の学びの姿をより多くの人々に伝えていきたいと思います。 
ぜひ「いいね」「フォロー」をお願いします。 

https://www.toda-c.ed.jp/site/sasame-e/
https://ja-jp.facebook.com/sasame.es/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の生活目標 

気持ちのよい 

  言葉づかいをしよう 

〇４年生校外学習（キッザニア）の 
集金のお知らせ 
 

・引き落とし日 １１月 1５日（水） 

金額については下記のとおりです。 

口座への入金をお願いいたします。 

 

学年 校外学習費 手数料 合計金額 

4年生 7,000円 55円 7,055円 

あじさい 5,500円 55円 5,555円 

※写真代を含んだ金額となります。 

 

＜戸田市小中学校音楽会について＞ 
 
１１月７日（火）に戸田市文化会館で行わ

れる第５４回戸田市小中学校音楽会に笹目小
学校の代表として、4年生が参加します。 
前半の部（９：３０から１１：２５）の参

加となります。発表順など詳細につきまして
は、後日、お便りが出ますので、そちらをご
覧ください。なお、感染予防の観点から、今
年度も保護者の参観はできません。御了承く
ださい。 

＜行事予定の変更 持久走記録会について＞ 
 今年度は外壁工事のため、駐車場が校庭に設置されている関係で、持久走記録会の実施を見合
わせることとなりました。持久力を高めるため、これまで通り、授業の中で走る運動を取り入れ
ていきます。皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 
  

＜戸田市児童生徒作品展＞ 
今年度は、初の試みとしてオンラインを

活用した VR会場での作品展を実施するこ
とになりました。実施方法は以下のとおり
です。 
期間：１１月１日（水）～３０日（木） 
場所：オンライン上の戸田市文化会館 
展示内容：各小・中学校児童生徒の作品 
（書写 図画工作・美術 特別支援学級） 
※出品者には、戸田市より賞状が贈られま
す。 
※後日、保護者あてにお便りが出ますの
で、QRコードを御参照ください。 

 
＜１２月の 授業参観・懇談会について＞ 

 １２月１３日（水）・１４（木）に授業参観・懇談会を実施します。 
今後の学級経営や学習の進め方等について御意見を交わす機会となればと思います。御多用の
中と存じますが、ぜひ御参加ください。 

 〇実 施 日  令和５年１２月１３日（水）４・５・６年  
令和５年１２月１４日（木）１・２・３年、あじさい学級 

 〇授業参観   ５校時 １３：４５～１４：３０          
 〇学級懇談会 

（各教室）  １４:４５～ 全学級 
※詳細は後日文書でお知らせいたしますので、御確認ください。 
※感染症が流行る場合はオンラインに変更することもあります。詳しくは学校からのお便りを
御参照ください。 

 



  

１１月の行事予定 
※感染予防等により行事予定が変更になることもあります。予めご了承ください。 

日 曜 週 学校行事 
下校時刻等 

1年 2年 3年 4 年 5年 6年 

１ 水 
B 

ABCタイム  委員会活動 
 2：45 3：35 

2 木 
ＡＢＣタイム 
とだっ子ゼミ 456年 14:50～ 2：45 

3 金  文化の日  

4 土    

5 日    

6 月 

A 

ABCタイム 2：45 3：35 

7 火 表彰朝会  児童との教育相談（～12/20） 
戸田市小中学校音楽会（4年） 金融教育 

2：45 3：35 

8 水 ABCタイム 教育相談日 ふれあい推進委員会 2：45 

9 木 ABCタイム 避難訓練 2：45 

10 金 
朝読書 お話の花束（低） 
とだっ子ゼミ 3年 14:50～ 

2：00 2：45 3：35 

11 土  子供会笹目支部 イベント  

12 日    

13 月 B ABCタイム 2：45 3：35 

14 火  県民の日（学校閉庁日）  

15 水 

B 

ABCタイム キッズ健幸アンバサダー（4年） 
クラブ活動 ２年生町たんけん 
３年生消防署たんけん 10:40～ 

2：45 3：35 

16 木 
ＡＢＣタイム たてわり弁当の日 
とだっ子ゼミ 456年 14:50～PTAトイレ清掃 

2：45 

17 金 
朝読書 お話の花束（中） 
とだっ子ゼミ 3年 14:50～ 2：00 2：45 3：35 

18 土    

19 日    

20 月 

A 

ABCタイム 2：45 3：35 

21 火 児童朝会 2：45 3：35 

22 水 ＡＢＣタイム 2：45 

23 木  勤労感謝の日  

24 金 A 
朝読書 お話の花束(高)  

 
2：00 2：45 3：35 

25 土  戸田市算数・数学コンテスト（戸田市文化会館）  

26 日    

27 月 

B 

ABCタイム ５年生救急救命講習（56H）  2：45 3：35 

28 火 
音楽朝会 1年校外学習（東武動物公園） 
３年 明治戸田工場オンライン授業（５H） 2：45 3：35 

29 水 ABCタイム 委員会活動 2：45 3：35 

30 木 
ＡＢＣタイム      PTAトイレ清掃 
とだっ子ゼミ 456年 14:50～ 

2：45 

※上の表の A・Bは時間割のＡ週・Ｂ週を表しています。 

※保護者の皆様に特にご協力いただく内容を赤字にしています。 

 
 

7日（木）4年校外学習（キッザニア） ＜１２月の主な行事＞         
13日（水）通常５時間授業  

4･5･6年：授業参観（1:45～） 
懇談会  （2:45～） 

14日（木）1･2･3年、あじさい：授業参観（1:45～） 
          懇談会  （2:45～） 

 

20日（水）戸田市小学校音楽鑑賞会（６年） 
21日（木）給食最終日 
22日（金）通常 3時間 学校朝会 
冬季休業日（12/23～1/8） 



【相談窓口】 

○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３
な や み

００
ゼロゼロ

 又は ０１２０－８６
ハ ロ ー

－３１９２
さ い の く に

 

 保護者用  ０４８－５５６
こ こ ろ

－０８７４
お は な し

  （毎日２４時間） 

 Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp  

 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から 17時の時間帯に行っています。 

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

【通報内容 いじめに関すること】           

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 
    ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する 

       返信は行いません。 

    ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないよう 

       に調査・対応します。 

○埼玉県警察少年サポートセンター 

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 

  ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」 

  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 

  ※面接相談は要予約 

○子どもスマイルネット 

【相談内容 どんなことでも】 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分） 

  ０４８－８２２－７００７ 

○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

【相談内容 どんなことでも】 

 ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間） 

 ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル（毎月１０日８時～翌日８時・１０日を除く毎

日１６時～２１時） 

 ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 

 インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 

○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 

【相談内容 どんなことでも】 （毎日１６時～２１時） １８歳以下の子供専用（無料） 

電話 ０１２０－９９－７７７７  オンラインチャット https://childline.or.jp/ 

○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 

【相談内容 心の健康の相談】 （平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  電話 ０４８－７２３－１４４７ 

○子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 

【相談内容 子どもの人権】 （平日／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール  https://www.jinken.go.jp/kodomo 

          お問い合わせ  埼玉県県民生活部青少年課 TEL048-830-2907 

＜１１月は「いじめ撲滅強調月間」です＞ 
いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害

であり、決して許されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」

に制定し、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付い

たりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 


